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プレスリリース  

平成２８年７月２７日 
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記 

 

  １．意見聴取受付開始日  平成２８年８月１２日（金） 

 

  ２．意見聴取内容     運賃組替え要請に基づく運賃の範囲の変更に関する意見 

 

  ３．意見書面提出先    〒１０２－００７４ 

               東京都千代田区九段南４－８－１３ 

               （一社）東京ハイヤー・タクシー協会内 

               東京都特別区・武三交通圏タクシー準特定地域協議会事務局 

 

 

 

 

 

 

東京都特別区・武三交通圏タクシー準特定地域協議会事務局 

(一般社団法人)東京ハイヤー・タクシー協会 

   門 井 ・ 髙 筒  ＴＥＬ： 03-3264-8080 

本件に関する 

お問い合わせ先 

 

第４回 東京都特別区・武三交通圏タクシー準特定地域協議会の書面開催について 

 

特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別

措置法第１６条第１項及び同法施行規則第１０条の５第１項の規定に基づき、関東運輸局長から東京

都特別区・武三交通圏タクシー準特定地域協議会会長に対しまして「運賃の組替え要請に基づく運賃

の範囲の変更」に関する通知がありました。 

つきましては、東京都特別区・武三交通圏タクシー準特定地域協議会設置要綱第５条の１６に基づ

き、書面を構成員に送付しその意見を聴取する書面開催とし下記のとおり実施いたしますのでお知ら

せいたします。 

なお、新たに協議会の構成員として加入したい方については、８月９日・火曜までに下記の問い合

わせ先にお申し出ください。 


